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金沢都市計画  

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について（石川県決定） 

（都市計画区域マスタープラン） 

 

 

 

「金沢都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（計画書）」は別冊１のとおり 

 

理   由 

 金沢都市計画区域では、都市計画区域を一体として総合的に整備、開発及び保全するこ

とを目指し、平成１６年５月に金沢都市計画区域マスタープランを決定し、その後、平成

２１年６月に変更を行い、これに即して具体の都市計画を行ってきたところである。 

今回、策定から概ね１０年が経過し、少子高齢化の進行やライフスタイルの変化、近年

頻発する大規模災害、北陸新幹線金沢開業などといった社会経済情勢の変化が見られるこ

とから、これらに対応するため、金沢都市計画区域マスタープランの見直しを行うもので

ある。 
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